
 

 

 

 

 

のら猫対策について以下の通りお知らせします。 
【注】先日発行の「12 月回覧板」に於いて『本件の内容は別途の回覧板でお知ら

せします』と予告しました。この件を以下の通りお知らせします。 

【経緯】 

(1)R５年 10 月ある組に於いて、のら猫の保護活動に関して近隣住民の理解を求めたい 

  旨の申し出が有りました。(組長→会長) 

(2)当該「保護活動家」ご本人に 10 月 29 日(水)開催の 10 月組長会に、出席頂いて事情 

  説明をお願いしました。 

(3)この席上で、数名の組長さんが自分の組でも「のら猫」の問題があるとの話があり 

    ましたが、時間の都合で日を改めて協議することにしました。 

(4)12 月 17 日(日),本件協議の会合を開きました。 

  当日は、本件提議者(のら猫保護活動家)の他に「名古屋市人とペットの共生サポー  

    トセンター」から説明者の出席を得ました。(保護活動家から手配による) 

(5)当日の説明資料・・・次の資料が提供されました。⇒＜本書に添付しました＞ 

 折り畳みパンフレット（カラー版） 

「名古屋市人とペットの共生サポートセンター」発行 

 12 月 17 日会合で説明された内容のスライド画面プリント(A4 版 x５枚) 

 「のら猫を考える会」 

 名古屋市は地域猫活動を支援します(A4 版チラシ) 

 猫でお困りの方へ(A4 版チラシ) 

 

【今後の進め方】： 

(1)藤巻町の実態調査 

 自治会としての方針を決めるために町内地域毎の実態を調査します。 

 各組長さんは 1 月組長会(1 月 28 日(日))で報告お願いします。→＜別紙ー１＞ 

 別紙の調査票により各組で実態調査し R6 年 1 月組長会で報告して下さい。 

 R6 年 2 月中に分析結果をまとめる(必要に応じて個別検討会も実施する) 

(2)藤巻町の方針を決める 

 実態調査を踏まえて、関係者による検討会を開催して決める。 

以上 

令和６年 1 月６日(土) 
藤巻町自治会 会長 池田章一郎 
   （文責）：会計担当 岩瀬啓一 
        052-782-7097 
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藤巻町内 

 

住民各位（自治会会員各位） 

のら猫に関する実態調査 

【実態調査の背景】 

  この度、自治会組長会に於いて町内のある地域に於いて『のら猫』に関する苦情問

題があるとの話がありました。 

『のら猫』の数を減らして迷惑を減らすという課題を叶えるために、名古屋市は 

犬・猫を含めて「人とペットの共生推進プラン」という施策を推進しています。 

このプランに基づき「名古屋市人とペットの共生サポートセンター」が開設されました。 

地域で「のら猫」を適正管理するための活動は『地域猫活動』の実践により動物愛護 

の考え方に沿って推進しなければなりません。 

「名古屋市人とペットの共生サポートセンター」は、地域で『地域猫活動』に必要な各

種支援を提供しています。 

藤巻町自治会としては、この度の住民から問題提起に対し上述の名古屋市方針に沿って 

適切に対処するべく、まずは地域の実態を調査します。 

 

提出期限：各組組長さんは１月２８日(日)１月組長会で報告して下さい。 

【実態調査票】  回答者：  組          

 

のら猫が 

居る・居ない 

 

どんな猫？ 

色毛並み・サイズ

 

被害？ 

どんな被害 

 

エサやり？ 

頻度・なし 

 

糞尿世話？あ

り・なし 

     

     

     

回答票のスペース不足の場合は適当な別紙を添付してください。 

 

 

 

自由記事： 

令和６年１月６日 
藤巻町自治会会長 池田章一郎 
(文責)書記代行：会計担当 岩瀬啓一 
         052-782-7097 

１月回覧板 


